
消青総第 229 号 

令和８年６月 22日 

 

自治会・町内会長 各位 

青 葉 消 防 署 

署長 佐藤 俊作 

 

令和８年度青葉区家庭防災員研修受講者の推薦等について（依頼） 

 

向夏の候 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 日頃から、消防行政の推進に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和８年度におきましても、多くの区民の方々に、防火・防災に関する必要な知

識と技術を習得していただくため、家庭防災員研修を実施します。 

 つきましては、推薦方法等を御確認のうえ、受講者の推薦及びチラシの掲出をお願いし

ます。 

 

１ 研修日時・場所 

 資料１「青葉区家庭防災員研修日程表」を御参照ください。 

 

２ 研修受講者の要件 

満 15歳以上の青葉区在住の方 

  ※過去に家庭防災員の研修を修了した方も受講できます。 

 

３ 推薦方法等 

(1) 自治会・町内会長からの推薦 

令和８年８月 31日（月）までに、研修受講希望者を取りまとめ、資料２「推薦者専

用申込書」に必要事項を御記入のうえ、下記の青葉消防署総務・予防課予防係の電子メ

ールアドレス宛に添付のうえ、御送付をお願いします。 

  【青葉消防署総務・予防課予防係 電子メールアドレス】 

   sy-aoba-yobo@city.yokohama.lg.jp 

   ※電子メールを送付できない場合については、青葉消防署総務・予防課予防係の担当

者に御連絡のうえ、窓口に御提出をお願いします。 

(2) 個人からの応募 

   令和８年７月 13日（月）から８月 31日（月）までに、「横浜市電子申請システム」

により、お申し込みをお願いします。 

   なお、定員になり次第、締め切ります。 

   ※資料３の「家庭防災員研修受講者募集」のチラシを御参照ください。 

 

 
裏面あり 
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４ 募集人数 

  120人（自治会・町内会長での推薦：70人、個人からの応募：50人） 

※定員になり次第、締め切ります。 

  

５ その他 

(1) 昨年度に引き続き、個人からの応募も受け付けますので、資料３の「家庭防災員研 

修受講者募集」のチラシを、各自治会・町内会所有掲示板に掲出していただきますよ

うお願いします。 

(2) 家庭防災員研修等について御不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わ 

ください。 

 

６ 添付資料 

 (1) 資料１「青葉区家庭防災員研修日程表」 

 (2) 資料２「推薦者専用申込書」 

 (3) 資料３「青葉区家庭防災員研修受講者募集」チラシ 

 

【担当】 

 青葉消防署 総務・予防課 予防係 

 田中、川口、知久 

 TEL/FAX 045-974-0119 

 （内線）22、30、66、 



令和８年度 青葉区家庭防災員研修日程表

１ 家庭防災員研修について 

  大切な人を守るため、どなたでも「防火・防災」について学べる研修です。 

２ 研修内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 研修日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一時託児は、未就学児（１歳から６歳まで）が対象となります。 

番号 日時 会場 

① 10月３日（土） 13時 30分～15時 30分 
青葉公会堂 

２階 １号会議室 

市ケ尾町 31－４ 

②  10月４日（日） 10時～12時 

青葉公会堂 

２階 １号会議室 

市ケ尾町 31－４ 

③ 10月４日（日） 13時 30分～15時30分 
青葉公会堂 

２階 １号会議室 

市ケ尾町 31－４ 

④ 10月５日（月） 10時～12時 

青葉公会堂 

２階 １号会議室 

市ケ尾町 31－４ 

＜一時託児あり＞  

資料１ 

消火器の取扱い訓練、心肺蘇生法、AED取扱い訓練、 

マイタイムライン作成（地震・風水害） 



 

【推薦者専用申込書】※自治会・町内会長 推薦用 

 

※令和８年８月 31日（月）までに 

下記の電子メールアドレスあてに御送信ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記に記載された個人情報は、家庭防災員研修以外には使用しません。 

※各自治会・町内会長からの推薦は原則４人までとします。 

 （４人を超える場合は、担当者まで御相談ください。） 

※研修日程（下記の日程から第１希望・第２希望を選択し、上記の表にそれぞれ番号で記入してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会・ 

町内会名 
 

会長名  

住所  

電話番号  

① 

フリガナ  
住所 

TEL 

青葉区 

 

TEL 

第１希望 第２希望 託児希望 

氏 名 
    

同意事項 

(□にチェック) 
□ 申込内容や受講状況を、お住いの連合自治会へ提供されることに同意します。 

② 

フリガナ  
住所 

TEL 

青葉区 

 

TEL 

第１希望 第２希望 託児希望 

氏 名 
    

同意事項 

(□にチェック) □ 申込内容や受講状況を、お住いの連合自治会へ提供されることに同意します。 

③ 

フリガナ  
住所 

TEL 

青葉区 

 

TEL 

第１希望 第２希望 託児希望 

氏 名 
    

同意事項 

(□にチェック) 
□ 申込内容や受講状況を、お住いの連合自治会へ提供されることに同意します。 

④ 

フリガナ  
住所 

TEL 

青葉区 

 

TEL 

第１希望 第２希望 託児希望 

氏 名 
    

同意事項 

(□にチェック) □ 申込内容や受講状況を、お住いの連合自治会へ提供されることに同意します。 

番号 日時 会場 一時託児 

① 
10/３（土） 

13:30～15:30 

青葉公会堂 ２階１号会議室 

市ケ尾町 31－４ 
 

② 
10/４（日） 

10:00～12:00 

青葉公会堂 ２階１号会議室 

市ケ尾町 31－４ 
 

③ 
10/４（日） 

13:30～15:30 

青葉公会堂 ２階１号会議室 

市ケ尾町 31－４ 
 

④ 
10/５（月） 

10:00～12:00 

青葉公会堂 ２階１号会議室 

市ケ尾町 31－４ 
あり 

【記入方法】 

① 氏名、フリガナ、住所、電話番号を全て御記入ください。 

② 氏名は楷書で、住所は棟室番号まで御記入ください。 

※ 同意事項に同意する場合は推薦する受講者に必ず確認のうえ、□にチェックを御記入ください。 

 

資料２ 

【電子メールアドレス】青葉消防署総務・予防課予防係 

sy-aoba-yobo@city.yokohama.lg.jp 
 

裏面あり 
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●一時託児について 

１ 一時託児は、10月５日（月）のみ利用可能となっております。 

２ 御希望の受講者は、表の第１希望欄に「10/５（月）」を選択していただき、託児希望欄に〇印を付けてください。 

３ 一時託児は、未就学児（１歳から６歳まで）が対象となります。 

４ お申込みの状況によっては、御希望に添えない場合があります。 

 

●その他 

１ どの日程も同内容の研修を予定しています。 

２ 状況により、受講者へ日程調整の御連絡をさせていただく場合があります。 

３ 一時託児を御希望の受講者には、後日、消防署から連絡をさせていただきます。 

４ 本申込書は内容を控えるなどして、保管してください。 



家庭防災員研修受講者募集

区内在住の満15歳以上で

令和８年７月13日(月)～令和８年８月31日（月）

研修内容

番号 日時 会場

① 10月３日(土) 13時30分～15時30分 青葉公会堂 ２階１号会議室

② 10月４日(日) 10時～１２時 青葉公会堂 ２階１号会議室

③ 10月４日(日) １３時30分～15時30分 青葉公会堂 ２階１号会議室

④
10月５日(月) 10時～12時 青葉公会堂 ２階１号会議室

※一時託児あり

「家庭防災員研修」は
大切な人を守るため、どなたでも「防火・防災」について学べる研修です。

消火器の取扱い訓練 心肺蘇生法、AED取扱い訓練 マイ・タイムライン作成（風水害・地震研修）

対象

申込期間

研修日程

※内容は変更となる場合があります

資料３

※一時託児は、未就学児（１歳から６歳まで）が対象となります。

※二次元コードが利用できない場合はお問合せください。

【お問合せ先】

青葉消防署総務・予防課 045-974-0119 ☚青葉消防署 家庭防災員研修 検索

個人で応募される方は
こちらから

（横浜市電子申請・届出システム 二次元コード）
詳しくはこちら
青葉消防署ホームページ

②個人で応募される方

①自治会・町内会長から推薦された方
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